
【信用・共済共通 取組状況公表】
組合員・利用者本位の業務運営に関する取組状況

（暫定版）

2025年11月



投信取扱なしＪＡ
（信共一体のＦＤ取組方針策定ＪＡ）
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Ⅰ.取組状況

• 当組合は、 共に守り、共に進む、夢と未来を支えるJAをスロ－ガンに、「組合員・利
用者本位の業務運営に関する取組方針」を公表するとともに、地域社会の発展と
安定を支え、組合員・利用者の経済的なサポ－トを基本とし、利便性や柔軟で使
いやすい商品の提供を行い、豊かな生活づくりに貢献するための具体的な取組みを
実践しており、今回その取組状況を公表いたします。

（注）共済事業は、当組合と全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）が、

共同で事業運営しております。

今金町農業協同組合

０ 序文

組合員・利用者本位の業務運営に関する取組状況

2025年11月1日

投信取扱いなしＪＡ

信用事業 共済事業
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Ⅰ.取組状況

１ 組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供

（1）信用の事業

投信取扱いなしＪＡ

信用事業 共済事業

• お客様の利便性を最優先とし、柔軟で使いやすい金融商品及びサービスを提供いたします。地域
の特性を生かし、若者から高齢者までわかりやすい料金体制と各種手数料の明確化と透明性を
重視し誠実な対応をしてまいります。なお、当組合は、金融商品の組成に携わっておりません。
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Ⅰ.取組状況

・当組合は組合員・利用者の皆様が、生活や農業をとりまく様々なリスクに対して安心して備えられ
るよう、最良・最適な共済仕組み・サービスを提供します。

・当組合は組合員・利用者の皆さま一人ひとりのニーズに応じた総合保障を提供することで組合員・
利用者の皆様に理解・ご納得いただき、ご満足いただけるようわかりやすい商品を提供してまいります。

・市場リスクを有する共済仕組みの提供は実施しておりません。

・提案時から契約締結までの各段階において、丁寧なご意向の確認を実施します。

・ご高齢の組合員・利用者に対しては、より丁寧にわかりやすくご説明するとともに、ご家族にもご同席
いただくなど、きめ細やかな対応を行います。

・法令等に基づく「適切な共済推進」を実施し、組合員・利用者本位の共済推進活動を徹底し組
合員・利用者の信頼、満足度の向上に取り組んでまいります。

・総合満足度は8月末で100％となっており、高水準を維持しております。

・共済事業については、全共連と共同で事業運営を実施しており、お客様の声や実施に販売した顧
客情報等について相互に連携しております。

（２）共済仕組み・サービス 【原則2本文および（注）、原則３、原則6本文および（注2、3、６，７）、 補充原則1～5本文および（注）】

１ 組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組み・サービスの提供

投信取扱いなしＪＡ

信用事業 共済事業
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２ 組合員利用者本位の提案と情報提供①

Ⅰ.取組状況

（１）信用の事業活動

投信取扱いなしＪＡ

信用事業 共済事業

・お客様の経済的な健康を、守るため、リスクを適正に評価しそれに基づいた融資の提案を行い特
に高齢者組合員・利用者皆様にご理解いただけるような商品を提案いたします。
・商品・サービスを提供するうえで、賢明な金融判断ができる様サポ－トを行い、新たな金融商品や
サービスを導入するに当たり丁寧な説明を行い理解促進に努めてまいります。特に組合員・利用者
が負担する手数料・費用等の重要な情報は丁寧に説明します。
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２ 組合員・利用者本位の提案と情報提供②

Ⅰ.取組状況

（２）共済の事業活動 【原則4、原則5本文および（注1～5）、原則6本文および（注1、2、4、５，）】

・組合員・利用者一人ひとりのライフプラン・ニーズ等に基づく適切な共済仕組みの提案を行うとともに、
組合員・利用者に十分に保障内容をご理解・ご納得いただき真にご満足いただけるようわかりやすい
重要事項説明（契約概要・注意喚起事項）を実施します。特に確認いただきたい事項や不利益
情報をわかりやすくご説明しております。

・組合員・利用者のご意向・ニーズに沿った最適な仕組みを選んでいただけるよう、仕組みの特性等に
ついて、わかりやすい資料や丁寧な説明によって、適切かつ十分に情報提供することに努めております。

・保障の加入にあたり、共済掛金の他に組合員・利用者皆様にご負担いただく手数料等はございませ
ん。

・当組合は組合員・利用者の皆さまの商品選定、保障提案にかかる情報提供にあたり、金融商品
の販売・推奨や共済仕組みの提案・契約等において、組合員・利用者の皆さまの利益を不当に害
することがないように「利益相反管理方針」等を定め、本方針等に基づき適切に管理いたします。

・利益相反の恐れがある取引を類型化し、該当すると判断した場合、利益相反管理統括部所に報
告しております。

・利益相反管理統括部所は各部門と協議のうえ当該取引が利益相反の恐れのある取引であるの
かの特定を行います。

３ 利益相反の適切な管理【原則３本文および（注）】

投信取扱いなしＪＡ

信用事業 共済事業
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Ⅰ.取組状況

・当組合は組合員・利用者本位の業務運営を行うため、基本方針の理解とそれに伴う行動をするた
め、職員に対し研修会を実施し本基本方針の徹底を行います。また、職員の資格取得を支援し、
職員の資質向上を行ってまいります。

・当組合は組合員・利用者の皆さまからいただいた「声（お問い合わせ・ご相談・ご要望・苦情な
ど）」を誠実に受け止め、職員への周知を行い業務改善に努めてまいります。

４ 組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築
【原則2本文および（注）、原則６（注5）原則7本分および（注）】

投信取扱いなしＪＡ

信用事業 共済事業
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